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2007 年 7 月 25 日 
奈良県知事 荒井正吾 殿 
奈良県石綿ばく露による健康影響調査検討会（以下、検討会） 御中 
奈良県石綿ばく露健康リスク調査専門委員会（以下、委員会） 御中    
 

中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会 奈良支部※ 
 

 
奈良県におけるアスベスト関係調査に関する申し入れ 

 
現在、奈良県では、「中皮腫死亡疫学調査」「ニチアス、竜田工業による住民健診有所見者

に対する調査」「健康影響リスク調査（環境庁委託研究）」の三つの調査が行われつつある

と承知しております。 
これらの調査は、ニチアス、竜田工業の内と外の石綿被害の実態が、いわゆるクボタショ

ックを契機として明らかになる中で、私たちなど被害者団体を含む各方面からの要請によ

って実施に至ったものと理解しております。 
さて、私たちはかねてより、奈良県に対しては「すでに企業による無料住民健診が進行し

ており結果が一定出ているという現状を踏まえ、企業からの情報提供を受け、これを活用

するべきだ」と申し入れ、企業には「積極的に奈良県等の行政に情報提供して協力するべ

きだ」と強く要請してきました。 
7 月 5 日に私たちと竜田工業の間で石綿問題に関する話し合いを行いましたが、その際、

竜田工業は、同社が実施した健診結果、住民健診結果の分析等の資料が示しながら、現状

を説明されました。私たちは、上記の趣旨を踏まえ、竜田工業に対して、このとき示され

た資料を積極的に奈良県に提供し、検討会及び委員会において活用できるようにするべき

であると要請いたしました。さらに、これまで竜田工業において収集してきた資料につい

てもすべて奈良県、検討会及び委員会に提供し、積極的に因果関係の解明に協力するべき

であると要請いたしました。 
竜田工業ではその後、当該資料を奈良県に提供し、これについて説明したと聞いておりま

すが、この際、こうした企業からの情報提供や活用について、改めて、以下に申し入れる

ことといたしました。 
同時に、健康影響リスク調査にかかる健診が 8 月以降実施になるとのことでもあり、実施

にあたってぜひとも取り入れていただきたい事項も合わせて申し入れることとした次第で

す。 
 
１） ニチアス、竜田工業より、両社のもつ関係資料（健診データ、操業実績の詳細、内

部被害の詳細、操業実績と石綿取扱い状況の詳細、気象データ、航空写真、住宅地

図等）の一切の提出を求め、そのすべてをそのまま検討会、委員会に資料として開

示、提供すること。奈良県がすでに竜田工業、ニチアスより提供を受けている資料

についてもすべて検討会、委員会に開示、提供すること。また、これらの資料につ

いては一般に対してもすべて情報公開すること。 
２） 7 月 12 日付竜田工業「環境関連資料（アスベスト）」では、同社による住民健診の

結果についての同社の分析が記載されています。検討会、委員会での情報の有効活

用、調査内容の充実の観点から、同社よりオリジナルデータの提供を受け、検討会、
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委員会において専門的な検討を行うことが必要ですので、竜田工業に対してオリジ

ナルデータの提供を強く求めていただきたい。この点は、ニチアスも同様です。ま

た、両社を必要に応じて検討会、委員会に呼ぶべきだと考えます。 
３） 7 月 12 日付竜田工業「環境関連資料（アスベスト）」をみますと、竜田工業におけ

る労働者被害状況がまとめられていますが、住民被害については記載されていませ

ん。しかし、すでに、３名の女性の中皮腫死亡についてはマスコミ報道等よって確

認されています。したがって、ニチアスも合わせて、こうした中皮腫、肺がんにつ

いての被害事例についての詳細報告を企業に求めていただきたい。また、竜田工業

もこれを報告するべきです。竜田工業については、１名は半径１００メートル以内、

２名は約３００メートルから約４００メートルに居住歴がある方々です。竜田工業

の住民健診の結果をみると、より近いところでの有所見者割合が大きくなっていま

すが、より離れた地点では受診者そのものが少なくなっています。健康影響リスク

調査の実施によって因果関係をさらに究明していくには、石綿曝露の可能性のある

居住歴のある方々に多く受診していただくことが極めて重要だと考えられますの

で、これらの中皮腫死亡者の事例を具体的に例示しながら健診受診の意義を説明し、

４００メートルを超える居住歴のある方々も含めて積極的な受診を勧奨すること

が必要です。住民への健診案内（ビラ、広報）には、こうした内容を具体的に盛り

込むことを強く要請します。なお、これらは、ニチアスについても同様です。 
４） 竜田工業から提出されている資料と同等のものをニチアスも提出させるべきです。

ニチアスはこれに積極的に応じるべきです。なお、すでにニチアスから提出のある

場合はこれを開示していただきたい。 
５） 健康影響リスク調査の健診場所については是非、地元の県立三室病院で受診できる

ようにし、受診者の利便を図っていただきたい。いかに無料の健診であっても、遠

くへ出かけるというのは大きな障害になると考えられ、その点、レントゲン、ＣＴ

撮影が可能な三室病院で手軽に受診できるようにするべきです。 
６） ニチアス王寺工場と竜田工業周辺への石綿飛散とそれによる健康影響の因果関係

を検討するためには、原因と考えられる両社における操業実態、被害状況をできる

だけ正確に把握することがとても重要です。したがって、検討会、委員会において、

両社の操業実態調査と労働者被害疫学調査を実施することとし、両社に対して、こ

れら調査への協力を求めていただきたい。 
７） 検討会、委員会については原則公開とすること。 
 

以上。 
※ 中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会 奈良支部 

（連絡先・担当） 事務局 山本直子 斑鳩町服部 2-17-21 
TEL.0745-75-3901 FAX.0745-74-5827 
携帯 090-3284-3576 

   世話人 古川和子 大阪市中央区内本町1-2-13ばんらいﾋﾞﾙ602 
    TEL.06-6943-1527 FAX.06-6942-0278 

携帯 090-3705-3903 
 

※ 中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会ホームページ 
http://www.chuuhishu-family.net/blog/index.shtml 
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